手数料納付書請求書（宅建士新規登録・宅建士登録移転）
	申請予定者住所
	（〒　　－　　　）


	氏名
	
	電話番号
	

	登録番号
（新規の場合は合格者番号）
	

	移転の理由
	


次の手数料納付に必要な納付書を送付してください。
	必要な納付書の種類
（□にチェックを入れる）
	
□

	宅地建物取引士新規登録
（37,000円）

	
	
□

	宅地建物取引士登録移転（宅建士証なし）
（8,000円）

	
	
□

	宅地建物取引士登録移転（宅建士証あり）
（登録移転8,000円＋宅建士証交付4,500円）
（注）現在有効な宅建士証をお持ちの方に限ります。


※送付先住所、氏名を明記し、必要な額の切手を貼付した返信用封筒（長型３号サイズ以上）を同封してください。切手については長型3号（定型）の場合は110円、それより大型の封筒（定型外）の場合は140円。
なお、定型封筒の場合は、納付書をミシン目で折り曲げた状態での封入となります。

○請求先
　〒730-8511　広島市中区基町10-52　広島県土木建築局建築課宅建業グループ

